
令
和
八
年
神
職
養
成
階
位
検
定
講
習
会
開
催
要
項

【
主

催
】

島
根
県
神
社
庁

【
開
講
階
位
・
期
間
】

権
正
階(

甲)

八
月

八
日(

土)

～

八
月

二
十
日(

木)

権
正
階(

乙)

八
月
二
十
三
日(

日)

～

九
月

四
日(

金)

直

階(

甲)

八
月

八
日(

土)

～

八
月

二
十
日(

木)

直

階(

乙)

八
月
二
十
三
日(

日)

～

九
月

四
日(

金)

【
実

施

方

法
】

別
添
『
案
内
書
』
参
照

【
開

催

場

所
】

『
島
根
県
神
社
庁
』

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六
番
地

【
開

講

目

的
】

別
添
『
案
内
書
』
参
照

【
受

講

資

格
】

別
添
『
案
内
書
』
参
照

【
募

集

人

数
】

権
正
階
二
十
名
、
直
階
二
十
名

※
受
講
希
望
者

定
員
を
超
え
た
場
合
、
入
所
選
考
を
行
い
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。

※
分
割
受
講
中
の
者
及
び
県
内
在
住
者
（
ま
た
は
県
内
奉
職
予
定
者
）
を
優
先
的
に
選
考
し
ま
す
。

【
受

講

料
】

権
正
階
（
甲
・
乙
課
程
）

各

八
五
、
〇
〇
〇
円

直

階
（
甲
・
乙
課
程
）

各

八
〇
、
〇
〇
〇
円

※
全
課
程
受
講
し
た
場
合

権
正
階

一
七
〇
、
〇
〇
〇
円

直

階

一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

※
県
内
の
受
講
生
に
つ
い
て
は
、
甲
・
乙
各
一
〇
、
〇
〇
〇
円
の
助
成
を
す
る
。

※
別
途
、
社
頭
学
習
費
、
教
科
書
代
。

※
諸
事
情
に
よ
り
、
本
年
は
合
宿
を
行
わ
な
い
。

【
出

願

手

続
】

１
、
提
出
書
類①
受
講
申
請
書

※
必
ず
顔
写
真
貼
付
、
推
薦
欄
に
は
奉
職
予
定
神
社
宮
司
の
推
薦
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

②
履
歴
書
（
市
販
履
歴
書
可
）

③
書
籍
申
込
書

④
受
講
資
格
証
明
書
類

・
権
正
階･･

･

直
階
階
位
證
写
し

・
直

階･
･
･

高
等
学
校
以
上
の
最
終
学
歴
卒
業
証
明
書
写
し
（
又
は
卒
業
証
書
写
し
）

⑤
返
信
用
封
筒

※
角
形
３
号
封
筒(

Ｂ
５
版)

に
自
分
の
住
所･

氏
名
を
表
記
し
、
一
八
〇
円
切
手
を
貼
付
し
て
下
さ
い
。

⑥
推
薦
書
（
当
該
都
道
府
県
神
社
庁
長
及
び
支
部
長
用
）

※
支
部
長
が
『
推
薦
の
事
由
』
に
記
載
し
た
上
で
署
名
、
押
印
願
い
ま
す
。

２
、
申
込
期
限六
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
に
支
部
経
由
に
て
島
根
県
神
社
庁
必
着
。

※
期
限
を
過
ぎ
た
申
し
込
み
は
、
受
講
許
可
通
知
の
発
送
期
日
等
に
影
響
し
、
全
て
の
受
講
生
に
迷
惑
が
及
び
ま
す

の
で
締
切
厳
守
願
い
ま
す
。

【
宿

泊
】

宿
泊
は
各
自
で
手
配
し
て
下
さ
い
。

※
自
家
用
者
及
び
公
共
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
、
各
自
通
講
で
き
る
宿
泊
先
を
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。

【
そ

の

他
】

・
申
込
書
類
は
、
不
備
が
あ
れ
ば
再
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
詳
細
は
『
神
職
養
成
階
位
検
定
講
習
会
案
内
書
』
を
ご
精
読
下
さ
い
。

・
長
期
講
習
に
つ
き
、
体
力
に
自
信
の
無
い
方
は
そ
の
点
充
分
に
ご
検
討
の
上

で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

〒
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